
原子力防災対策に関する申し入れ 

 

現在、原子力規制委員会では新規制基準の下での原発の適合性審査を進められるととも

に、内閣府では原子力防災部門が充実され、九州電力川内原子力発電所においては、地元

同意の手続きを経てこの冬にも再稼働が見込まれる状況となっている。これに続き、関西

電力高浜発電所では 12 月 17 日に原子力規制委員会から、3、4号機の適合性審査の審査書

案が取りまとめ、公表されるとともに、1、2 号機についても 40 年とされている運転期間

の延長申請の前提となる特別点検が実施されている。これについて、本日当連合委員会に

おいて関西電力から説明を聴取した。 

これまで関西広域連合では、新しい規制基準の適用や防災対策について申し入れを行う

とともに、国からの要請により広域避難対策の調整を行い、本年 3 月に広域避難ガイドラ

インをとりまとめ、現在避難手段その他の手順についての実効性確保の取り組みを進めて

いる。しかしながら、高浜発電所に関しては、避難対策に関しなお数多くの課題が残され、

さらに 1、2号機の運転期間延長という新たな課題も生じている。この際、再稼働判断等に

伴う国の責任体制を明確にすること及び次の事項について早急に対応されたい。 

なお、これらが実行されないとすれば、高浜発電所の再稼働を容認できる環境にはない。 

 

記 

 

１ 原子力発電所の運転期間延長については、老朽化した施設であることを踏まえ、慎重

な審査を求める。特別点検を行う事業者を適切に指導するとともに、審査内容等につい

て周辺部を含めた関係自治体に対して、十分な説明を行い、理解を得ること。 

 

２ 再稼動の判断に当たっては、安全を第一義として川内原子力発電所における地元同意

のプロセスによることなく、地域の実情に応じて対応すること。 

 

３ UPZ の区域を含む周辺自治体と事業者との安全協定については、事業者に対し、立地

自治体並みの内容とし、早期締結に応じるよう指導すること。また、安全協定によらず

とも、自治体が国や事業者と平時から情報連絡や意見交換を行い、安全確保について提

言できる法的な仕組みを構築すること。 

 

４ 新規制基準によって新たに求められる原子力発電所の機能のうち、整備が猶予される

ものについては、その迅速な整備を行うよう事業者を指導・支援するとともに、周辺部

を含めた関係自治体に整備スケジュール等について説明を行い、理解を得ること。 

 

 



５ 原子力災害時の広域避難対策について、実効性ある広域避難計画が早期に策定できる

よう、国が主体となって必要な調整を行うこと。 

 

６ 避難退域時検査及び除染や避難者の緊急輸送の具体化にあたっては、関西広域連合が

締結予定の民間事業者団体との協定を斟酌すること。また、広域避難に活用する国のモ

ニタリング情報については、UPZ 外の地域も含めた実施体制を確立し、具体的な活用方

策を示すこと。 

 

７ ようやく検討が始まった PPA における防護措置の導入（安定ヨウ素剤の投与、屋内退

避等の防護措置等）について、速やかに結果を取りまとめて原子力災害対策指針に反映

させること。 
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